
取組項目案への意見 

   

番号 取組項目 内  容 対  応 

１ 安定的な収入の確保 

２－９〜１７，２０ 

（既に取り組まれているかもしれませんが）

費用負担者にとって「払いやすい仕組み」を作

ることも大切であり、その 1つとして電子決済

の導入も良いと考えます。 

一度に全ては難しくても、試験的に実施し、

1現在、督促にかかっている費用（人件費や郵

送料、紙代）と 2 電子決済にかかる費用-収納

率向上で得られた金額、を比較して効果を検証

しつつ広げることもできるかと考えます。 

市税において、クレジットカードやペイジーに

よる収納の導入を検討することとしている。利用

状況を踏まえ、その他の電子決済も検討していき

ます。 

なお、これらの収納については、通常の納入方

法より手数料が高くなります。納税者の利便性の

向上は図られるが、収納率の向上や経費の削減の

効果は低いと判断されます。 

２ ２－９～１５ 

収納率の向上部分 

継続項目なのでこれまでの取組実績と今後

の取組・数値目標などが概要に記載出来ると、

より明確になるのではないかと思います。 

収納率について、目標値を記載し、実績値につ

いて、毎年度、関係部署より提出いただき、行財

政改革推進本部において報告します。 

３ ２－１９ 

家庭ごみの排出量の削減 

排出量が増加傾向にない中、どのような取組

が出来るのか、市民に分かりやすい取組概要の

記載が必要かと思います。 

ごみのリサイクルや食品ロスの削減など、ホー

ムページや市報等での広報の強化等と併せ事業

系ごみの削減について記載を検討します。 

４ ５－７ 

市政情報の発信の強化・充実 

現時点(今後)の取組があればお教えいただ

きたい。SNSでもアプリは情報共有が非常に早

い媒体だと思います。若い世代にも興味を持っ

て頂けるのではないかと考えます。地域の企業

と協働しクーポン発行など出来れば。 

ホームページや市報の強化等を考えています。

ＳＮＳについては、観光部門等で実施しており、

今後、発信可能な内容など見極めながら拡充の検

討を図ります。 

５ シェアリングエコノミーの検

討・推進 

遊休施設や空きスペース、低稼働時間帯等の

利活用を推進するシェアリングエコノミーに

取組むことにより、行政サービスの向上が図ら

れるのではないか 

公共施設の有効活用については、「公共施設等

総合管理計画の推進」において、効率的な活用に

ついて総合的に取り組むこととしております。 

今後も各施設の利用状況を考慮したうえで、稼

働率が向上する手法について取り組むこととし

ます。 
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